
本部棟、施設棟の活動人数について 
 
 
 有明の丘地区の本部棟、東扇島地区の施設棟の設計の前提とする
災害時の活動人数については、現段階では内閣府において以下のと
おり想定している。 
 
１．有明の丘地区 
 
（１）本部要員 

 有明の丘地区の合同現地対策本部おける活動内容に照らし
て、必要人数を以下のとおり見込む。 
 

・各省庁からの参集要員         約３３０名 
 
（２）各都県市からの要員 

 迅速な案件の処理のため、８都県市から副知事・助役クラス
と連絡等を担う要員が必要である。 

 
・８都県市から              約６０名 

 
（３）指定公共機関からの要員 

 迅速な案件の処理のため、主な指定公共機関からの責任者と
連絡要員を要員として見込むことが必要。 

 
・指定公共機関（※）８団体程度から     約６０名 

 
（※）東電、東ガス、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、日本赤十字社、道路公団、首都

高、ＪＲ等 
 
 
２．東扇島地区 
 

・各省庁からの参集要員          約２０名 
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